
 

 

○
厚
生
労
働
省
告
示
第
十
九
号 

診
療
報
酬
の
算
定
方
法
（
平
成
二
十
年
厚
生
労
働
省
告
示
第
五
十
九
号
）
第
一
号
た
だ
し
書
の
規
定
に
基
づ
き
、
厚
生
労
働

大
臣
が
指
定
す
る
病
院
の
病
棟
に
お
け
る
療
養
に
要
す
る
費
用
の
額
の
算
定
方
法
（
平
成
二
十
年
厚
生
労
働
省
告
示
第
九
十
三

号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
し
、
令
和
五
年
四
月
一
日
か
ら
適
用
す
る
。 

令
和
五
年
一
月
三
十
一
日 

厚
生
労
働
大
臣 

加
藤 

勝
信 

厚
生
労
働
大
臣
が
指
定
す
る
病
院
の
病
棟
に
お
け
る
療
養
に
要
す
る
費
用
の
額
の
算
定
方
法
の
一
部
を
改
正
す
る
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（ 傍 線 部 分 は 改 正 部 分 ） 

改   正   後 改   正   前 

別表 別表 

１ （略） １ （略） 

２ 所定点数には、医科点数表に掲げる点数の費用のうち、イに

掲げる点数（ロに掲げる点数の費用を除く。）の費用が含まれ

るものとする。 

２ 所定点数には、医科点数表に掲げる点数の費用のうち、イに

掲げる点数（ロに掲げる点数の費用を除く。）の費用が含まれ

るものとする。 

イ （略） イ （略） 

ロ イに掲げる点数の費用から除かれる費用 ロ イに掲げる点数の費用から除かれる費用 

（１） （略） （１） （略） 

（２） 入院基本料等加算のうち、区分番号Ａ２００－２、Ａ２

０４－２、Ａ２０５からＡ２０６まで、Ａ２０８からＡ２

１３まで、Ａ２１９からＡ２３３－２まで、Ａ２３４－３

からＡ２４２－２まで、Ａ２４３の注ただし書、Ａ２４４

（２に限る。）及びＡ２４６からＡ２５１までに掲げる費

用 

（２） 入院基本料等加算のうち、区分番号Ａ２００－２、Ａ２

０４－２、Ａ２０５からＡ２０６まで、Ａ２０８からＡ２

１３まで、Ａ２１９からＡ２３３－２まで、Ａ２３４－３

からＡ２４２－２まで、Ａ２４４（２に限る。）及びＡ２

４６からＡ２５１までに掲げる費用 

（３）～（11） （略） （３）～（11） （略） 

３～20 （略） ３～20 （略） 

 


